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連合兵庫 ２０２６春季生活闘争方針  
 

Ⅰ．基本姿勢 

連合兵庫における具体的な要求および取り組みについては、連合２０２６春季生活闘争方針を

基本とし、地方・地場の水準や目安、地域ミニマム等を付加して取り組むとともに、個別課題におけ

る取り組みについては、連合兵庫各種委員会・部門連絡会等で検討し、要求実現をめざす。 

２０２６春季生活闘争は 「未来づくり春闘」を掲げ５回目の取り組みとなる。「未来づくり」とは、

経済成長や企業業績の後追いではなく、産業・企業、経済・社会の活力の原動力となる「人への投

資」を起点として、ステージを変え、経済の好循環を力強く回していくことをめざすもの。２０２２は

「人への投資」の“種まき”、２０２３は“転換点”、２０２４は“ステージ転換”に向けた一歩。２０２５は

“定着”をはかる二歩目。２０２６は、賃上げノルムを定着させ、デフレマインドから完全に脱却できる

のか、日本社会全体の正念場となる。 

また、中小企業や労働組合のない職場で働く仲間への賃上げの波及は濃淡があり、２０２６春季

生活闘争では格差是正に向けた取り組みを強化する。 

連合兵庫全体としても継続的な賃上げの機運醸成などに向けて、県下一斉で同日・同時間帯に決

起集会を実施するとともに、中小・地場の賃金相場形成の運動を進めて行く。 

 

Ⅱ.２０２６春闘を取り巻く兵庫県の情勢  

１．兵庫県の経済・雇用情勢(２０２５年１２月２４日 兵庫県発表)   ※２カ月毎に発表 

本県の経済・雇用情勢は、一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかに回復している。 

景況等 企業の業況判断は、足もとでは改善しているが、先行きは慎重な見方となってい

る。 

需要 個人消費は、物価上昇の影響を受けつつも、緩やかに回復している。 

輸出は、横ばい圏内の動きとなっている。設備投資は、増加計画にある。 

生産 生産は、横ばい圏内で推移している。 

雇用 雇用・所得環境は、緩やかに改善している。 

金融 倒産件数は、おおむね横ばいとなっている。 

 

2. 兵庫県の一般職業紹介状況 (２０２５年１２月２６日 兵庫労働局発表)  ※毎月末に前月分発表 

県内の雇用失業情勢は、求職が求人を上回り、持ち直しの動きが弱まっている。物価上昇等

が雇用に与える影響に引き続き注意する必要がある。 

 ２０２５年１１月分 前月比 

有効求人倍率 ０．９４倍 0.０１ポイント 

有効求人数 ７４，９０３人 －０．５％ 

有効求職者数 ８０，０７８人 －０．９％ 

新規求人倍率 １．６４倍 －0.０３ポイント 

新規求人数  ２５，７５４人 １．１％ 

新規求職者数 １５，６８７人 ３．０％ 

 

３．兵庫県における賃金指標 

兵庫県（２０２５都道府県別リビングウエイジ） ※１ 

 単身世帯（自動車なし） ［時間額］ １，２１０円 ［月額］ １９９，０００円 

 単身世帯（自動車あり） ［時間額］ １，５２０円 ［月額］ ２５０，０００円 

連合兵庫２０２５地域ミニマム ※２   
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 平均年齢 ３９．７歳（勤続１４．２年） 

 平均月額・時間額 [月額] ３０４，３９１円 [時間額] １，８４５円 ※４ 

 賃金カーブ維持相当分 ５，７０３円 （20-４０歳の１年・１歳間差） 

 中位数 ［３５歳］ ２９８，８００円 ［３０歳］ ２７３，０００円 

 年齢別最低到達水準 ※３ ［３５歳］ ２７２，１００円 ［３０歳］ ２５０，９００円 

兵庫県最低賃金   

 [時間額] １，１１６円（前年比+６４円/６．０８％増） 

[月   額] １８４，１４０円 ※４ 

特定最低賃金 時間額 前年比 

 塗料製造業 1,１５８円 +５９円/５．３７％増 

 鉄鋼業 1,１８０円 +６４円/５．７３％増 

 はん用機械 1,１５０円 +６３円/５．０８％増 

 電子 1,１１７円 +６４円/６．０８％増 

 輸送用機械 1,１８８円 +６２円/５．５１％増 

 計量器 1,１１７円 +６４円/６．０８％増 

 自動車小売 1,１１６円 最低賃金と同額 

※１ ２０２５連合リビングウエイジ（２０２５簡易改訂版） 

※２ 連合兵庫２０２５個別賃金実態調査から算出･･･全産業・男女計３００人未満 

※３ 年齢別最低到達水準は、全産業・男女計３００人未満の第１四分位(３次回帰)  

※４ 厚生労働省所定内実労働時間１６５時間で算出 

 

Ⅲ．賃金引き上げ要求の目安＜賃金要求指標パッケージ＞ 

底上げ 

賃上げがあたりまえの社会の実現に向け、全力で賃上げに取り組み、社会全

体への波及をめざす。 

すべての働く人の生活を持続的に向上させるマクロの観点と各産業の「底上

げ」「底支え」「格差是正」の取り組み強化を促す観点から、全体の賃上げの目

安は、賃上げ分３％以上、定昇相当分（賃金カーブ維持相当分）を含め５％以上

とし、その実現にこだわる。 

中小労組などは、この間の賃上げ結果や賃金水準を点検し、格差是正分を積

極的に要求する。 

格差是正 

規模間格差是正 雇用形態間格差是正 

＜到達目標水準（中位数）＞ 

３５歳：３１２，０００円 

３０歳：２８８，０００円 

・有期・短時間・契約等で働く者の賃

金を「働きの価値に見合った水準」

に引き上げていくため、フルタイム労

働者と同等に能力の高まりに応じた

処遇の実現に取り組む。賃上げ・昇

給等により、経験５年相当で時給

1,450円以上をめざす。 

＜最低到達水準（第１四分位）＞ 

３５歳：２５７，０００円 

３０歳：２４５，０００円 

底支え 

・企業内のすべての労働者を対象に協定を締結する。 

・締結水準は、生活を賄う観点と初職に就く際の観点を重視し、時給１，３００円以

上をめざす。 

 

Ⅳ.２０２６春季生活闘争の進め方  

１．闘争機関の設置  

（１）第４回執行委員会(２月６日(金)開催予定)にて、闘争本部を設置する。 
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（２）闘争本部は、闘争本部長に会長、副本部長に会長代理、闘争本部構成員に副会長、闘争

本部事務局長に事務局長、事務局次長に副事務局長を配置する。  

（３）闘争本部の下に、構成組織の自主的な参加による「中小共闘センター」を設置する。センタ

ーは地域ミニマム賃金の集計値の活用と賃上げ集計、各種情報提供やその共有化を行い

ながら中小・地場労組への闘争支援を行う。 

（４）連合兵庫部門連絡会について（〇部門連絡会委員長組織） 

部門連絡会 構成組織（産別） 

官公 〇自治労・兵教協・全水道・税関労組・国公連合・政労連・森林労連 

金属 〇基幹労連・電機連合・自動車総連・JAM・全電線 

流通・食品 

レジャー 

〇ＵＡゼンセン・自動車総連・フード連合・ＪＲ連合・ＪＡ連合 

サービス連合 

化学・資源   

エネルギー 

〇電力総連・ＵＡゼンセン･自治労・ＪＥＣ連合・ゴム連合・紙パ連合 

全水道・セラミック連合・森林労連 

交通・運輸 
〇私鉄総連・自治労・ＪＰ労組・ＪＲ連合・運輸労連・海員組合 

サービス連合・交通労連・全自交・ＪＲ総連  

情報・出版 

金融・保険 

〇ＪＰ労組・ＵＡゼンセン・自治労・電機連合・兵教協・電力総連 

情報労連・ＪＡ連合・印刷労連・政労連・全労金・日放労・労済労連 

 

2. 闘争の進め方 

（１）取り組み体制、日程など 

 １）要求提出日 

原則として２月末までに要求を行う。 

 ２）回答日 

新年度の労働条件は、年度内に確立させることを基本とする。そのため、３月のヤマ場

を設定し、相場形成と波及をはかる。 

回答ゾーン 期 間 

先行組合 ３月１６日（月）～１９日（木） 

ヤマ場 ３月１７日（火）～１９日（木） 

３月内決着 ３月２０日（金）～３１日（火） 

（２）情報発信について  

本部交渉状況については、連合兵庫ホームページ『みんなの春闘』に掲載する。また、兵庫

県内の集約結果については、連合兵庫ＮＥＯにて発信する。 

(要求集計) ２０２６年３月初旬 

(回答集計) ２０２６年３月中旬･下旬･４月初旬･中旬･５月初旬･６月初旬･７月初旬 

 

３. 政策制度要求の取り組み 

「２０２６年度 連合の重点政策」を踏まえ、「２０２７年度 連合兵庫政策・制度要請」について重点

政策項目の絞り込みを行い、政策実現に向けて取り組んでいく。 

なお、要請内容等については「政策・制度検討委員会」にて対応を行うこととし、具体的には、 

（１）県連合として兵庫県・兵庫労働局等に対し、文書による要請行動を実施する。 

（２）各地域協議会と連携し、これまでの提出状況や回答の評価・検証をしつつ、地域の実情を踏

まえて、兵庫県内の全行政機関に対し文書による要請行動を展開する。 
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Ⅴ．具体的な取組み 

１．連合兵庫 ２０２６春季生活闘争開始宣言集会 

日  時  ２０２６年２月６日（金）（執行委員会終了後） 

場  所  執行委員会開催場所 

参加者  連合兵庫三役・執行委員 

内  容  ２０２６春闘開始宣言および中小共闘センター設置について 

(予定) 

・司会進行         森田副事務局長（政策・労働対策局） 

・開始宣言        岩﨑副会長（中小労働対策専門委員会委員長） 

・団結がんばろう   那須会長 

 

２．連合兵庫 連合アクションの取り組み 

（１）「連合アクション」メッセージ・写真を活用した機運醸成 

１）メッセージの作成について 

構成組織の２０２６春季生活闘争のスローガンや、各加盟単組への思いなどを盛り込ん

だメッセージの作成･提出（５０字程度） 

２） 写真の撮影について 

構成組織の２０２６春季生活闘争に関わる委員会や集会の風景写真を１～２枚を撮影・

提出（ガンバローの写真、「連合スローガンロゴ」を掲げての写真等） 

３） メッセージ・写真の活用について 

連合兵庫のＨＰで順次更新。第１アクションゾーンの期間を中心に集会やホームページ等

で配信する。 

４） 締切：２０２６年２月２７日（金） 

（２）兵庫県政労使会議 

日  時  ２０２６年２月３日(火) １０：００～１１：００ 

場  所  兵庫県庁 

内  容  兵庫県、兵庫労働局、各経済団体と共同メッセージを採択 

（３）街頭行動 

１）第１アクションゾーン 

日  時  ２０２６年２月１７日(火) １２：３０～  

場  所  ＪＲ元町駅東口南側 

内  容  春闘情勢、労働相談ホットラインの周知 

２）第２アクションゾーン 

日  時  ２０２６年４月７日(火) １２：３０～ （予定） 

場  所  ＪＲ元町駅東口南側（予定） 

内  容  中小組合支援強化 

（４）連合アクションデモ（連合兵庫２０２６春季生活闘争総決起集会と連動した取り組み） 

日  時  ２０２６年３月７日(土) １０：３０～ 

場  所  阪神尼崎駅周辺 

内  容  「連合アクションデモ」と連動した発信 

（５）政労使の意見交換（地域活性化フォーラム） ※調整中 

日  時  ２０２６年４月１１日(土) １４：００～１７：００（予定） 

場  所  ラッセホール 

内  容  中小労組における２０２６春季生活闘争の交渉力強化を図るとともに、労使が協働

して内需拡大に向けた共通認識を深めることを目的として開催する。特に、労務費

の価格転嫁の促進、パートナーシップ構築宣言の実践、下請中小企業振興法（取
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引適正化／取適法）への理解促進など、産業横断的なテーマについて、政労使で

の共有と実践につなげる。 

規  模  １５０～２００名 

形  式  パネルディスカッション形式（連合本部、兵庫県、兵庫県経営者協会ほか） 

要  請  構成組織、行政、経済団体 

 

３．連合兵庫・東部地協合同 ２０２６春季生活闘争/政策・制度要求実現総決起集会（案） 

日  時    ２０２６年３月７日(土)1０:３0～1１:３0（予定） 

場  所    尼崎市中小企業センター（ＹｏｕＴｕｂｅによる動画生配信） 

※県下統一的な取り組みとして、各地協も同日・同時間帯に開催する。 

内  容    （予定） 

・司会進行 連合兵庫（政策・労働局） 

・議長  （東部地協） 

・主催者挨拶   連合兵庫 会長 

・政党代表挨拶         （政策推進フォーラム議員） 

・情勢報告           連合兵庫 事務局長 

・集会決議              （東部地協） 

・決意表明①（東部地協／中小労組） 

・決意表明②（交通・運輸部門） 

・アピール（３.８国際女性デー） 

・その他   

・団結がんばろう        （東部地協） 

・連合アクションデモ（５００名規模） 

要  請    ５００名規模 ※各組織からのＷｅｂ参加要請数は含まない。 

  その他    部門連絡会における決起集会については、別途調整する。 

 

４．経済団体への働きかけ 

（１）第３６回兵庫県労使懇談会 

日  時  ２０２６年２月２０日(金) 16：00～1９：40 

場  所  神戸メリケンパークオリエンタルホテル４階 「瑞天」 

出席者  連合兵庫三役・担当事務局 

        （予定） 

・兵庫県経営者協会 

・ひょうご仕事と生活センター 

・関西大学 三崎教授（労使共同研究） 

・兵庫県 

・兵庫労働局 

・兵庫県勤労福祉協会 

内  容（予定） 

１）２０２６年春季労使交渉について 

２）関係団体報告 

・ひょうご仕事と生活センターの活動状況について 

・労使共同研究報告について 

３）関係団体との意見交換 

・兵庫県 

・兵庫労働局 
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・兵庫県勤労福祉協会 

（２）要請行動 

日  時  ２０２６年２月 

要請先  兵庫県経営者協会、兵庫県商工会議所連合会、兵庫県商工会連合会、 

兵庫県中小企業団体中央会 

内  容  地域における賃金引上げの着実な実現に向け、各団体へ文書（別紙）要請する。 

 

５．連合兵庫と地域協議会合同での取り組み 

（１）地域活性化フォーラムの開催 

「笑顔と元気のプラットフォーム」の取り組みを通じて、各地域における課題をテーマとし、関

係団体との関係性を深め、課題解消に向けた取り組みを進めることを目的に、連合兵庫と各

地域協議会合同により開催する。 

・名  称    地域活性化フォーラムin［開催地名］ 

・期  間    202６年1月～202７年9月 

・地  域    各地域協議会 

・主  催    連合兵庫・各地域協議会 

・頻  度    上記期間中に各地協1回の開催 

・テーマ    地域産業の振興を図り、安定的な地域雇用を創出するため、持続可能な地域

経済・地域社会の形成に向けた内容（連合 地域活性化政策より抜粋） 

・形  式    講演及びパネルディスカッション形式 

・規  模    50名～200名程度 

・協力要請  行政機関、経営団体、福祉団体、ＮＰＯ、有識者、マスコミ等 

・参加対象  連合兵庫加盟組合員･協力要請先･連合兵庫推薦･支持議員 

・費用負担  会場費及び講師謝礼金は連合兵庫負担 

 

６．地域協議会の取り組み 

（１）地域共闘センターの設置 

連合兵庫から発信する情報についての共有化を図る。 

期 間   ２０２６年２月６日～７月頃（回答集計終了まで） 

構 成   各地域協議会加盟労組 

       ※連絡責任者については、地域協議会事務局長とする 

（２）地協２０２６春闘学習会の開催 

時  期  ２０２６年２月～３月 

内  容  連合兵庫２０２６春季生活闘争方針について 

講  師  要請に基づき連合兵庫より派遣 

（３）経済団体への働きかけ 

日  時  ２０２６年２月～３月 

要請先  経営者協会、商工会議所、商工会 

内  容  地域における賃金引上げの着実な実現に向け、各団体へ要請する 

（４）２０２６春季生活闘争/政策・制度要求実現総決起集会（案） 

日  時  ２０２６年３月７日(土)1０:３0～1１:３0（予定） 

場  所  各地協会場 

➢ 神戸地協・・・・・神戸市教育会館大ホール 

➢ 中南部地協・・・明石市民会館 

➢ 西部地協・・・・・アクリエひめじ 

➢ 北部地協・・・・・但馬空港ターミナルビル多目的ホール 
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※現地参加できない方へＹｏｕＴｕｂｅによる動画を視聴するよう要請する。 

要  請  ５００名規模 

内  容 １）進行は各地協にて決定する。 

 ２）情勢報告は、中央報告を元に地場の状況を加味して報告する。 

 ３）集会決議は全会場統一したものとする。 

 ４）団結がんばろう 

 ５）大衆行動（アピール行動） 

（５）街頭行動 

日  時  ２０２６年３月～４月末 

内  容  中小支援強化（第２アクションゾーンへの対応） 
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【取り組みイメージ】 

 

 ２０２５年１２月 ２０２６年１月 ２０２６年２月 ２０２６年３月 ２０２６年４月 ２０２６年５月 

本
部 

 

 

 

 

 

１２/４ 格差是正フォーラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２/５ 開始宣言集会 

２/２８ 全国一斉アクション２．

２８中央集会～アクションデモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３/５ 街頭アピール行動 

３/６ ３．８国際女性デー全国

統一行動、３６の日 

（街頭アピール行動） 

 

 

 

 

 

 

４/７ 中小支援共闘推進集会 

（街頭アピール行動） 

 

 

 

 

 

５/１６ 医療・介護フェス中央

集会（街宣行動） 

５/２７ 全国賃上げ波及街頭

アピール行動 

連
合
兵
庫 

 

 

 

１２/２ 連合春闘方針(案)説

明会（メッセージ動画撮影） 

 

 

 

 

 

 

２/上 政労使会議 

２/中 経済団体への働きかけ 

２/６ 開始宣言集会 

２/２０ 労使懇談会 

２/下旬 官公部門連絡会決

起集会・学習会 

 

 

 

 

 

３/７ 国際女性デー全国統一

行動 

３/７ 決起集会 

（県下一斉） 

３/７ 連合アクションデモ 

 

 

 

 

 

 

４/７ 街頭行動 

４/中 政労使の意見交換 

 

地
域
協
議
会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２/中～３/末 

経済団体への働きかけ 

 

 

 

 

 

３/７ 決起集会 

（県下一斉） 

 

 

 

 

 

 

４/７ 街頭行動 

 

通常国会 

０５（れんごう）の日／テーマ「春季生活闘争」 

各地域における機運醸成の取り組み（本部と連動した行動の展開） 

メッセージ動画配信 

本部・地方連合会の取り組みへの参加・協力、組織内への周知徹底 

 

 

中小支援の取り組み（３月中旬～５月下旬） 

中小支援の取り組み（３月中旬～５月下旬） 


